
ご 意 見 へ の 回 答 

 
                   令和８年３月１４日 

                        図 書 館 長 

 

【件名】 

学習席の利用について 

【ご意見】 
     

 

 

 

 

【回答】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当：資料情報ｻｰﾋﾞｽ部長 電話 024-535-3218） 

※ 回答内容は、回答日現在の状況に基づくものです。 

 福島県立図書館へのご要望、ご意見をありがとうございます。 

 

当館は、資料を収集、整理、保存し、皆さまにご利用いただくための施設です。   

特に福島県に関する資料は当館でのみ所蔵しているものも多く、利用のため遠方から

来館して利用される方もおります。 

当館の「資料閲覧席」（時間制限なし）は当館の所蔵資料や情報をご利用される方の

ため設置しており、「学習席」は当館の所蔵資料等以外の資料等をご利用される方のた

め設置しております。 

「資料閲覧席」については利用時間の制限はございませんが、「学習席」は多くの皆

さまにご利用いただけるよう、１日３時間（180分）までの利用としています。 

なお、「学習席」の予約が埋まっている場合でも、他の利用者の予約済み時間帯の後

の時間帯をあらかじめ予約することが可能ですのでご利用ください。 

 

 また、図書館資料には館内でしかご利用いただけないものもあるため、それらを 

利用するための「資料閲覧席」の席数を減らすことは難しく、また館内スペースに限

りがあることから、「学習席」の増設は困難です。二人掛けの席は二人でご利用いただ

く等譲り合ってのご利用にご協力願います。 

  

 「学習席」の利用について、ご理解とご協力をお願いします。 

   令和８年２月１０日 福島市 ２０代 

毎週土日になると学習席が埋まっており、使用できないことがあります。机を増

やしてください。 

 


